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令和元年度京田辺市男女共同参画審議会（第３回）議事録 

 

（１）京田辺市男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所調査の実施概要に 

ついて 

 

委員：回収率の目標はどのくらいか。 

事務局：前回が５２．７％である。今回２０歳以上から１８歳以上に年齢を  

下げている関係で少し下がる可能性があるが、概ね５０％を目標としていき

たい。 

委員：事業所調査について、規模が小さいところのほうが認識は高まっていな

いのではないかと思うが、１０人以上、３０人以上、８０人以上など、規模

別の比率について案はあるか。 

委員：１０人以上にされた理由は何か。京田辺市で１０人未満の家内商売の 

ような事業所は対象にしないのか。 

事務局：実際１０人未満の事業所を含めると２，０００を超える。人数が少な

いところも男女共同参画が進んでいるかということを確認する必要はもち

ろんあると思うが、１０人未満となるとどうしても家族でされている所など

も含まれてくるので、後ほど説明する事業所調査で聞いていくような設問 

項目を聞くのは、あまり合わないと思っている。そこで、組織として会社を 

もっておられる所にまずは聞いていこうと思っている。 

委員：ということは全部サラリーマンということか。商工会の婦人部に入って

おられるような方は、家でやっておられる方が多いのではないか。 

委員：商工会の規定として大体事業所数の半分以上は必要ということで、京田

辺市の商工会は会員数が１，０００と少しある。そのうちの商業部会が  

５００か６００くらい、あと建設と工業部会で３００か４００くらいあると

思う。３５０だとほぼ建設部会と工業部会の比率だと思う。なので、商業部

会は事業主が一人でやっているとか家内工業でやっているとか、そういう所

ばかりだと思う。そういう所に聞くのであれば、この設問内容を変える必要

がある。 

委員：そういう人たちには、市民意識調査のほうをやってもらえばよいのでは

ないか。 

委員：それだと混乱するので、やはり事業者としての調査の文面を今後見直し

ていく必要があるのではないか。大きな会社も若干あるが、全体で言うと 

比率は小さい。今後またこういう調査をするときには検討いただきたい。 

事務局：代表者の方、あるいは人事担当の方、そういった方に答えていただ  
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こうというのが事業所調査であって、雇用される側としてお聞きするのが 

市民意識調査になってくるかと思う。今おっしゃっていただいたような、 

雇用する側、雇用される側という区分があると思っている。 

委員：家内工業とか、ご家族でやっていらっしゃらない少ない人数の所もある

かと思うし、本来であればそこも含めての調査が雇用する側としても望まし

いかもわからないが、そこまで含めると数がたくさんになるということで、

今回はとりあえず１０人以上という形で整理させていただければという 

ことである。 

委員：この市民意識調査とか事業所調査を、事前にワーキング部会と推進会議

に諮られたと思う。そこでは、そういった意見が出ていたか。 

事務局：ワーキング部会と推進会議の中で、事業所調査を１０人以上とするこ

とに対しての意見は特に無かった。調査項目等については、いくつか意見が

あったので、意見を反映させていただいている。 

委員：ということは、市役所主導型の調査になっているのではないのか。 

委員：そこで、この審議会でご意見をいただきたいということだと思う。みな

さんそれぞれのお立場もあるだろうし、一市民としてのお立場もあるだろう

し、ぜひともいろいろな視点からご意見いただければと思う。 

委員：私の知っている方たちにも、家族で商売をやっていて、夫が社長で自分

が経理をやっているという方がいる。それも一つの組織という意味では事業

所ということだが、いわゆる従業員と経営者という立場に分けた場合にどこ

かで棲み分けをしないと、確かに小さい所だと経営者としてでなく、その人

自身が市民としてこういうことに対してどう考えるかというところがある

と思う。もちろんそちらも大事なことだと思うが、事業所調査においては 

１０人以上あればある程度のしっかりした組織という部分があるので、その

へんのところがどういう形でどう整理したかがわれわれの中でわかって 

いれば、よいのではないか。 

委員：事業所の規模について、中小企業白書では、小規模事業所はこの業界の

場合は雇用者数何名まで、製造業は何名までというような規定があり、業種

によって異なる人数が定められている。ちなみに日本は中小企業が９９％で、

圧倒的に先ほどあったように夫婦でやっているというような事業所も多い

ので、ざっくり１０人というのはもう少し根拠が要るような気がする。 

委員：事業所調査というのは、そこの社長とか部長とかが答えられるのだろう。 

 雇われている人は市民意識調査を答える。そこで、正社員であれば正社員の

所に丸をする。そういうふうに分けてあるということだけではないのか。 

委員：一般的に細かく言うと資本金がどうであるとかいうようなこともあるが、
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私はこれでよいのではないかと思う。 

事務局：この抽出方法として、私どもは法人設立届出書でさせていただいてい

るが、法人設立届出書では業種ごとに区分がしにくいところがある。その他

の抽出方法として、総務省が５年に１回やっている事業所統計調査という 

ものがあるが、そちらは直近の調査が平成２８年ともう３、４年経っている

ということで古いデータになるため、法人設立届出書のほうを採用させて 

いただいた。 

委員：雇用する側に対する調査であるから、数としては１０人あたりというの

は妥当な数という気もする。 

事務局：概ね１０人以上の所にはすべてお願いすることにしているので、京田

辺市内でどの業種が多いかというところはあるが、それほど業種が偏るとい

うことはないと思う。 

委員：小さな企業とか家内工業ほど、労働条件について大きな整った企業より

は条件的に不利と推測できる部分があって、ただ調査には限界があるので、

今回はとりあえず１０人以上に焦点を絞ってということである。確かにひょ

っとしたら家族でやってらっしゃる中で、休憩が取れなかったりとか、育休

が取れなかったりとか、不利な部分が見えてくるかもしれないので、本来は

そこも見るべきだと思うが、それをやり出すと実質的に調査を実施する上で

大変な数を無作為抽出してという大変な労力が必要になるので、人数が少な

い所については今後の検討課題として一旦置いて、今回は１０人以上とさせ

ていただくということでいかがか。 

委員：事業所の規模によって内容が変わってくるというのであれば、同じ１０

人以上でも、５０人以上とか１００人以上とか、それを入れておけば、もの

すごく大きい会社と小さい会社でどう違うかという、クロス集計はできると

思う。それはここに入っているか。 

事務局：問３で従業員数を聞いている。 

委員：ご家族とか１０人未満の人数でやっておられる所については分からない

が、そこはまた今後の検討課題ということでどうか。 

委員：それも知りたければ、何も１０人以上にしなくても事業所全部にして 

おけばよい。 

委員：数が非常に多くなってくると、無作為抽出にもすごく手間がかかると 

思う。 

事務局：２，０００超の事業所から３５０を選ぶというのも一つの方法だとは

思うが、どちらかと言うと組織としてどう対応しているかという設問項目が

多いので、そうすると１０人未満の事業所が入ってくると設問と合ってこな
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いと思うので、一定１０人以上とさせていただいているところである。 

 

（２）京田辺市男女共同参画に関する市民意識調査の調査票（案）について 

 

委員：今朝テレビを観ていたら「見えない家事」というのをやっていた。例え

ばうちは妻がフルタイムで働いており、私が洗濯をやっていると思っていた。

洗濯機に入れて、乾燥させて、干して、取り入れていた。しかし、それを   

裏返して畳んでタンスに入れて、洗濯機のゴミは誰が取るか、洗剤は誰が 

買いに行くかというのが話題になっていた。それを観た後、私は洗濯をやっ

ているとは言えないと思った。見えるところは確かに、ゴミ出しも私がやっ

ているが、分別して、ゴミ袋を買ってというのは妻がやっている。それを  

もってアンケートを変えるというのではないけれども、一つ考え方を変えた

ら、それを観るまでは洗濯をやっていますと言えたが、言えなくなった。  

見えない部分がいっぱいあると感じた次第だ。 

委員：それを言われると男性はつらい。目で見えるところをやらないと仕方が

ない。男性がやれる範囲と女性がやれる範囲というのは当然あると思う。 

委員：その見えない部分が、結構多いということを改めて感じた。 

委員：そこが妻の不満につながっているのだろう。 

委員：同じく、若いお父さんが幼稚園児の弁当を３分で作れると言い切って、

レンジで温めながら卵を焼いて、仕上げて、ほらと自慢されていたのだが、

それを見ていた第三者がその卵を誰が買いに行くのかと、後の洗い物を誰が

するのかと。見栄えだけ、それだけだとできるんだけれども、と少し皮肉っ

たような番組だったが、そういう風に自覚することは大事だと思う。 

委員：「対象者の属性と調査項目によるクロス集計」と書いてあるので、クロ

ス集計してくださると思うが、そのときに、すべての項目について男性と女

性でどう違うかというクロス集計をしてほしい。そして、その有意差がある

もの、１％で有意差があるもの、５％で有意差があるものを、全部一つずつ

の項目に印を付けていってほしいと思う。だから、その印が無ければ有意差

が無いと。差が無いならそれはよいのだが、差があるのはこれを男性がどう

考えているか、女性がどう考えているかという、そういうクロス集計の結果

を一つ一つの項目に付けてほしいということをお願いしたい。 

委員：男女差とか、恐らく年齢とかでも違いが出てくるかもしれない。先ほど

の家事についても、男性と女性では認識に違いが出てくるかもしれない。 

委員：問３０の「あなたの性別について教えてください。」の後に、「なお、   

戸籍上の区分とは別にご自身の主観によりお答え下さい。」、この一文につい
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てはとても良いと思うのだが、この一文が付いていたら、主観的に男性でも

女性でもない方が例えば３番に「その他」とかいうことも考えられるけれ 

ども、ここではシンプルにするために敢えてなくしているのか。 

事務局：検討はさせていただいたか、統計的に処理をするときは男性と女性で

処理をするので２択とした。 

委員：女性でも男性に丸をしてもよいということだったら、本当に男性と女性

の違いが出てくるかと言ったら出てこないのではないか。また、どちらに丸

をしてもよいということだと、ふざけて丸を付けるということは起こらない

だろうか。この言葉が必要というように世の中はなっているみたいだが、 

本当にここに書くのがよいのだろうか。ここでみんなで議論して決めれば 

よいと思うが。 

事務局：いたずらで書く方も何人かいらっしゃるかもしれないが、あまり無い

と考えている。 

委員：一定数、間違って付けてしまうというのはどの問もあると思うし、答え

たくない人はどちらにも付けられない可能性もある。本当は、回答は任意と

いうことなので、自由意思に基づいて記述していただくので答えたくない問

については答えなくても結構ですという一文が本来だったらほしいけれど

も、それを書くとみんな書かないので、敢えてそこはお任せするということ

である。だから、本当に書きたくない方は書かれないと思う。 

委員：例えば封筒だけで返してくるというようなこともあるのだろう。 

委員：全部がきちんと書けていないものもたくさんあるだろう。 

委員：有効回答数が何％ということか。 

委員：回収率とは別だろう。 

委員：中身がというのは結構難しいところがある。すべての設問に対してきち

んと答えてあるのが１なのか、とりあえず返ってきて少しでも書いてあるの

が１なのか。そのへんの分析は専門にやっているプロがされるので、うまく

されると思う。 

委員：この「戸籍上の区分とは別に」というのは、要るのか。今は皆このよう

に書いてあるのか。私はまだぶつかったことがないが。 

委員：書かないと人権上の配慮をしていないみたいな意識があって、そういう

のが多い。 

委員：敢えて書く必要があるのか。 

委員：そういう気がしないでもない。私たちが後れているのか、理解が少ない

のかわからないが。 

委員：セクシュアル・マイノリティのことが課題になっているのだから、やは
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りそこのところはきちんとしておかないと、そういった方たちからすると、

私たちは無視されているのか、どちらに丸を付けたらよいのか、ということ

が出てくるので、本人がそうだと思ったらそう答えればよいと思う。 

委員：はっきり書いておいたほうがよいのか。 

委員：「戸籍上の区分とは別にご自身の主観により」と入れなくてもよいと  

いう意見だがどうか。 

委員：書いていなくても、女性でも男性の役割をしている人は男性に丸をする

のではないのか。そういう人たちはそう思って生きているのではないのか。 

委員：ＬＧＢＴの方は、自分の中できっぱりこちらと思われる方もいらっしゃ

ると思うが、悩んでいる方もすごくいらっしゃると思う。生理的にはこうだ

けど気持ちの上ではこうだとか、そのあたり、悩みが多いのではないか。 

委員：自分で決められないなら戸籍上と書いておけばよいのではないか。 

委員：だが実態を、どういう生活をされているかを聞きたいので、戸籍上は  

男性なのだけれど生活は女性のような形で生活されている場合だと、女性と

してお聞きしたい。 

委員：１％の人は気を遣ってもらっていると思うかもしれないが、９９％の人

はややこしい遠回しな言い方をしていると思うのではないか。 

事務局：ＬＧＢＴの人は大体８％くらいあったと思う。 

委員：その数字にはバイアスがかかっていて、アメリカのきちんとしたデータ

では４％台という数字もある。 

委員：正確に何％というのはわからないが、決してものすごく少ないという訳

ではなくて、実態としてすごく思い悩んでいる方もいる。 

委員：京田辺市として調査をするときに、こういう文言で配慮してもらってい

ると思うことが当事者にとっては嬉しいことと併せて、そうでない人には、 

そういうふうな時代かということで、ある程度京田辺市は人権に配慮した 

取組をして時代の流れとともに一歩を踏み出しているというふうに解釈も

できるし、これからますますそういうことが社会的に文字でもたくさん出て

よく目にも入るし講演でも聴くし、あって邪魔にならないのではと思う。 

委員：これは役割をどう思っているのかを出していきたいのだから、何も別に、

自分が男性でも女性の役割をしていると思えば女性にすればよいのでは 

ないかと思う。 

事務局：こういうアンケートについて性別を聞く必要があるのかということは、

市の他の調査でもいろいろ議論になっている。ただ、男女共同参画計画なの

で、男性・女性のそれぞれ役割がある中でどういう変化があるのかを聞く 

ためにはこの項目はまず入れなければならない必須条件だと思っている。 
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ただやはり、人権ということも考えた上でこのような表現にさせていただい

ていて、例えばかっこ書きにして性別を書いてもらうというようなことも 

考えたが、敢えて男性・女性というのを書いてもらうのかとなると、できる

だけ選択しやすい形にしておいたほうがよいと思ったので、その中で人権的

なものも配慮した上でこういう「ご自身の主観」というふうに書かせていた

だいた。 

委員：何も書かないでかっこ書きというのではどうか。 

事務局：実際、イベントなどでアンケートをとるときにかっこ書きにしている

が、敢えて書いていないのか、書くのが面倒くさいのか、書かない方が結構  

いらっしゃる。そういう意味では、記入される方の負担も考えた上で選択式

にしておいたほうがよいとは思っている。 

委員：こうやると男性・女性でデータが取れて、あと、悩む方の割合は統計学

的に数字には出てこない。 

委員：このまま書いておいてはどうか。 

委員：計画の６５ページに「市民共同参画」にしてはどうかという意見も出て

いるから、配慮するのは非常によいのかもわからないが、統計アンケートと

してはこのままでよいのではないか。女性の立場だと思えば女性に丸をすれ

ばよいし、確かに京田辺市がそういう先進的にそういう取組をとおっしゃる

かもわからないが、まだそこまで早急にする必要はないのではないかと思う。

前回のアンケートもこの方法であるし、比較検討ができるのはこの方法だと

思う。 

委員：前のときはどのようにしていたか。 

事務局：戸籍上の区分というのは書いていなかった。 

委員：時代的には市民としての共同参画というのが本来のあり方だと思うが、

名称が「男女共同参画計画」となっているのでまずはいったん男女という 

ことになる。かと言って男女にくっきり分けられるかと言うと、今はＬＧＢ

Ｔの当事者の方にとっては男性か女性かと問われるだけでもすごく不快だ

ということもあって、私も調査をすると必ずそういうことを書かれたりする。

当事者にとってはすごく深刻な問題なので、そういった意味で、この一文が

入っていることで配慮されている、気づいてもらえているというような思い

を持たれるのではないかという気はする。このままでよしとしてよろしいか。 

委員：異議なし 

委員：問３２の結婚しているかという問はなぜ必要なのか。 

委員：クロス集計をしたときに結婚しているかしていないかで差が出る可能性

がある。 
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委員：それでクロス集計をするのか。 

事務局：クロス集計をする。 

委員：結婚をしていない人はこの質問をされたら怒るのではないか。 

事務局：結婚していないことは決して悪いことではなく、実態を聞いている 

だけである。最初の設問で「結婚は個人の自由であるから結婚してもしなく

てもどちらでもよい」という質問もさせてもらっているし、あくまで結婚し

ている人がどう考えているのか、結婚していない人がどう考えているのか、

あるいはそれぞれ一人になられている方がどう考えるのかということで、 

結婚しているからだめとかよいとか、そういうことではない。あくまでも 

クロス集計をするための実態を聞いているだけのものである。 

委員：恐らく、性別も年齢も結婚も家族も、どれも聞かれて不快に感じる方は

いらっしゃると思う。ただこの調査で明らかにしたいのは、そういう基礎 

属性によって何か違いがあるかということを見たいので、こういうことを 

入れるのは大事だと思う。 

委員：問４と５では「介護・看護」となっているが、問３５は「介護」だけに

なっている。 

委員：看護は看護師がするものなので、要らないのではないか。 

事務局：問３５と問４・５が一致するような形で調整させていただきたい。 

委員：問１７の「区・自治会などの活動」を、地域活動だということが分かる

ように、「地域や区・自治会などの活動」としてはどうか。問２５では   

「地域や区・自治会」となっている。それと、問２８の女性交流支援ルーム

のところで、「男女共同参画に関する図書やＤＶＤなどの情報提供」とある

が、図書やＤＶＤを市民に対して貸し出しているということが浸透していな

いので、「貸出の充実」というような言葉を入れて、貸し出しているという

ことをわかってもらえるようにしてはどうか。別紙には情報ライブラリーと

して図書等を借りることができるということが書かれている。私は図書の 

充実に関する委員もしている。毎年新しい本やＤＶＤをどんどん入れている

し、たくさんの本が並んでいるけれどもあまり借りる人がいないということ

があるので、図書館とは違って少し特化した本を選んでいて、借りられると

いうことをもっともっと市民にアピールするために、情報提供というだけで

はなくて貸出という言葉を入れてはどうかと思う。 

委員：貸出以外にも情報提供しているというとらえ方であれば、「図書やＤＶ

Ｄの貸出などの情報提供」としてはどうか。 

事務局：そのようにさせていただく。 

委員：問２３で、「地域の役員」には民生児童委員も含むのか。 
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事務局：民生児童委員も含まれるし、ほかには自治会の役員などを想定して 

いる。 

委員：民生児童委員は地域のことを何でも相談できる相談員さんというような

意識を持っているが、自治会長には言いには行かないかなと思う。民生児童

委員さんなら個人のプライバシーも守ってくれて、地域のことを見てくれて

いるから、地域の役員とはどういう人なのかと思う。 

委員：地域の役員と聞いてどなたを思い浮かべられるか。 

委員：自治会の班長とか、区長さんとか。 

委員：民生児童委員は別にしたほうが分かりやすい。 

委員：「地域の役員、民生児童委員、近所の人」としてはどうか。 

委員：この件は事務局と調整させていただきたいと思う。 

 

（３）  京田辺市男女共同参画に関する事業所調査の調査票（案）について 

 

委員：無記名とは言うものの、正直に書いたら何かの法律違反になるという 

ような項目はないか。 

事務局：事業主行動計画というものが、それぞれ従業員数に応じて策定が義務

づけられているというところがあるので、それを策定していないということ

を回答された場合には法律違反であるとは思うが、おっしゃっていただいた

ように事業所の名前を特定できるものではないので、例えば従業員数が  

３００人以上であれば女性活躍推進法に係る事業主行動計画というものを

策定しなければならないとなっているが、３００人以上あるにもかかわらず

作っていないという実態がわかるというところはある。 

委員：それを正直に書くだろうか。 

委員：特に罰則はない。だから逆になかなか進まないということがあると思う。 

事務局：そういう所に対してわれわれができるかというのは別にして、例えば

事業主行動計画をつくるための研修会をするとかいうことも、次の段階と 

して、事業所向けの取組としてできると思う。そういうところは見ることが 

できると思っている。 

委員：都合が悪ければ記入しない。記入していない数が多いというのはどうい

うことかという勝手な解釈にはなるが。 

事務局：時間外労働についても、非常に多いところについては何とも言えない

が。 

委員：働いている側が書くのではないから経営者との乖離もあるだろう。 

委員：事業所に関する調査は今回がはじめてか。 
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事務局：平成１７年にやっており、１５年ほど前になるのでほぼはじめての 

ような調査だと考えている。 

委員：今回は１０人以上の大きな会社に対してするということで、次回は先 

ほど意見があったように小さい家内工業とかも含めてということになるか。 

事務局：そういったところも検討はしていきたいと思うが、今回は１０人以上

にさせていただいている。 

委員：問５の時間外労働のところで、８０時間以上は一律となっているが、  

１００時間以上とかそこまで細かくはしなくてよいか。 

委員：そう答える人はいないのではないか。 

委員：直近というのは業種によって違う。サービス業などは繁閑があるので 

年間とおしてどうかというとらえ方をする。労基署にそういう出し方をする

ので、直近１か月というか直近３か月で見る。 

委員：そこは判断して書いてくれるだろうから、これはこれでよいのではない

か。 

委員：本当は正社員でない方も分かればよいのだが、それは難しいか。 

事務局：休暇の付与日数がばらばらなのでどう計ればよいのか難しいところが 

ある。 

 

以 上 

 


